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保有・返済機構から建設費を支出することの利害得失

機構に

資産・債務を

継承

○（○○）債務返済は早まる。

料金引き下げが可能

⇒返済は早まらない

××債務返済は遅れる。

○○国費・地方費の支出は無し。

　○高速ネットワークの早期整備が可能。

　○資金総枠は限定されるので必要性の
　　　高いもののみ。

××地域交通問題が深刻化。（高速交通不便地域と恒常的渋滞区間が減少せず　等）
××地方の不公平感は最大。
　○公共事業費の支出を削減可能。

　×高速道路・一般道路ともに建設は遅れる。
　×国費・地方費の支出が必要。地方の不公平感は非常に大きい。
　○地方は自らの負担を認識の上で建設を要求。
　×国土交通省（又は国幹会議）で決定。
　×建設効率化のインセンティブが少ない。

①－２：　直轄事業として建設　

　○効率的な投資インセンティブあり。
××実現可能な路線は殆どない。
　　　高速ネットワークの整備は会社の判断に左右される。
　×直轄事業の導入が必要。　⇒①－２の問題　　（××）

①－３：　会社が独自に資金調達して建設

　○機構と会社と国と対等な交渉により、透明性を確保。
○○会社が契約額で請負。
　　　効率的な投資インセンティブあり（ＶＥ方式）

②－１：　会社が建設

××建設の歯止めが少なく、不透明になりがち。
　×建設効率化のインセンティブが少ない。
　　（現行と余り変わらない）

②－２：　機構が建設

①－１：　高速は建設しない

②機構からの資金支出で建設する

①機構からの資金支出で建設しない

××

×（××）

○○○○○

×
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××

　○直轄事業のみに比べて建設は早まる。
　×国費・地方費の支出が必要。
　○地方は自らの負担を認識の上で建設を要求。
　×地方の不公平感は非常に大きい。
　×建設効率化のインセンティブが少ない。

①－４：　会社（独自資金調達）と直轄事業が協力し建設　 －



（参考）清算機構方式を用いた場合の利害得失

××地域交通問題が深刻化。（高速交通不便地域と恒常的渋滞区間が減少せず　等）

××地方の不公平感は最大。

　○公共事業費の支出を削減可能。

　○債務返済は早まる。（料金引下げが可能　⇒返済は早まらない）

　×高速道路・一般道路ともに建設は遅れる。

　×国費・地方費の支出が必要。地方の不公平感は非常に大きい。

　○地方は自らの負担を認識の上で建設を要求。

　×国土交通省（又は国幹会議）で決定。

　×建設効率化のインセンティブが少ない。

　○債務返済は早まる。（料金引下げが可能　⇒返済は早まらない）

②　直轄事業として建設　

　○効率的な投資インセンティブあり。

××実現可能な路線は殆どない。高速ネットワークの整備は会社の判断に左右される。

　×直轄事業の導入が必要。　⇒②の問題。　　（××）

　○債務返済は早まる。（料金引下げが可能　⇒返済は早まらない）

③　会社が独自に資金調達して建設（内部補助なし）

　○効率的な投資インセンティブあり。

　○国費・地方費の支出は無し。

××高速ネットワークの整備は、会社の判断に左右され、会社内部のプール制により不透明化。

××債務返済は遅れる。（現行と変わらない）

④　会社が既存高速ネットワークからの料金収入と独自の資金調達により建設

①　高速は全く建設しない

○（××）

××

－
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（会社が建設を行う場合：③・④の場合）

　○独自の経営判断により、投資が
　　決定できる。

　○減価償却が可能となり、投資余　
　力が高まる。

機構に債務、

会社に資産、

を継承

××


